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志摩市 危機管理統括監 

防災危機管理室 

タ イ ト ル 令和５年度 国府地区海岸・志島地区海岸津波避難訓練を実施します。 

概 要 

 

 志摩コーストガーディアンズは、４年ぶりに国府地区海岸・志島地区海岸

津波避難訓練を実施します。 

 

【添付資料】 

（１）津波避難訓練実施要領 

（２）津波避難訓練タイムスケジュール 

 

【志摩コーストガーディアンズについて】 

地元自治会や志摩市観光協会、サーフィン連盟などで組織する防災団体 

開 催 日 令和 ５年 ７月３０日（日曜日） 

開 催 時 間 
午前１０時００分～午前１１時１０分 （開始と終了時間） 

（地震体験車：午前１０時００分 ～ 午前１１時１０分【雨天中止】） 

開 催 場 所 

国府地区海岸（国府白浜海岸、阿児の松原海水浴場） 

志島地区海岸（市後浜海岸） 

（地震体験車：志島地区訓練避難所） 

主 催 

 志摩コーストガーディアンズ 

 （構成団体） 

国府自治会、甲賀自治会、志島自治会、（一社）日本サーフィン連盟、三重

サーフユニオン、志摩ローカルサーフ実行委員会、（一社）志摩市観光協会、

国府駐車場組合、甲賀駐車場、市後浜駐車場協会、三重外湾漁業協同組合、

志摩パークゴルフ場 

協 力 

三重県、志摩市、鳥羽海上保安部、志摩市消防団、三重大学、愛知工業大

学、志摩アマチュア無線防災支援ネットワーク、みえ防災コーディネータ

ー志摩の会、鳥羽警察署、地元サーフショップ、志摩 Beautiful Beach Club 

お問合せ先 

 志摩市 危機管理統括監 防災危機管理室  担当 奥野、倉田 

  TEL 0599-44-0203  FAX 0599-44-5252 

  e-mail bosaikikikanri@city.shima.lg.jp 

 

資料№１２ 
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志摩コーストガーディアンズ

令和５年５月２９日現在

津波避難訓練　実施要領

【　実施日：令和５年　７月３０日　】

令和５年度　国府地区海岸・志島地区海岸
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令和５年度　国府地区海岸・志島地区海岸津波避難訓練　実施要領

　１．訓練目的
　　　志摩市内の有数の観光地として、多くの海水浴客やサーファーが訪れる国府地区海岸及
　　び志島地区海岸において、南海トラフ巨大地震等による津波災害を想定した避難訓練を実
　　施することにより、海岸利用者及び地域住民の防災意識の向上と避難対策の確立を図る。

　２．訓練日時
　　　令和５年　７月３０日（日）
　　　　午前１０時００分 ～ 午前１１時１０分

　　　　（地震体験車：午前１０時００分 ～ 午前１１時００分【雨天中止】）

　３．訓練場所
　　　国府地区海岸（国府白浜海岸、阿児の松原海水浴場）
　　　志島地区海岸（市後浜海岸）

　　　　（地震体験車：志島地区訓練避難所）

　４．主　　催
　　　志摩コーストガーディアンズ
　　　　（構成団体）
　　　　　国府自治会、甲賀自治会、志島自治会、(一社)日本サーフィン連盟（三重支部）、三重サーフユニ
　　　　　オン、志摩ローカルサーフ実行委員会、（一社）志摩市観光協会、国府駐車場組合、甲賀駐車場、
　　　　　市後浜駐車場協会、三重外湾漁業協同組合、志摩パークゴルフ場

　５．協力機関（順不同）
　　　三重県、志摩市、鳥羽海上保安部、志摩市消防団、三重大学、
　　　志摩アマチュア無線防災支援ネットワーク、みえ防災コーディネーター志摩の会

　６．その他訓練協力（順不同）
　　　鳥羽警察署、地元サーフショップ、志摩Beautiful Beach Club

　７．訓練内容
　　（１）広報訓練
　　（２）津波警報伝達訓練
　　（３）避難誘導訓練

　８．訓練想定
　　　令和５年　７月３０日（日）、午前１０時００分に南海トラフ上を震源とするマグニ
　　チュード９．０の地震が発生し、当地域では、震度６強の地震が観測され、志摩半島から
　　熊野灘沿岸に大津波警報が発表された。
　　　国府地区海岸及び志島地区海岸では、防災行政無線からサイレン吹鳴及び大津波警報発
　　表の放送を受け、手動式サイレン、拡声器、各所放送機器、津波避難用閃光灯及びサイレ
　　ン等により海岸利用者や海岸付近で操業中の漁業者へ大津波警報発表の伝達が行われた。
　　　これにより、海岸利用者はサーファー等の誘導により速やかに海岸から避難するととも
　　に、地域住民や漁業者も一時避難場所や近くの高台へ避難した。

　９．訓練延期・中止
　　訓練当日、午前７時の時点で（１）～（６）のいずれかに該当する場合は、訓練を延期（中止）する。
　　（１）市内に警報等（波浪注意報、高潮注意報、津波注意報を含む）が発表されているとき。
　　（２）市内に警報等は発表されていないが、訓練実施が困難と判断されるとき。
　　（３）市が災害対策本部を設置しているとき。
　　（４）南海トラフ地震に関連する情報（臨時）が発表されているとき。
　　（５）いずれかの会場で遊泳禁止措置が執られているとき。
　　（６）緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が発令されているとき。
　　（７）上記のほか、市内で緊急対応を行っており、訓練実施が困難と判断されるとき。
　　　注１：午前７時の実施決定後、（１）～（７）のいずれかに該当する事態となった場合は、
　　　　　　訓練を延期（中止）することがある。
　　　注２：訓練当日に（１）～（６）のいずれかに該当すると予想される場合は、事前に
　　　　　　訓練を延期（中止）することがある。

１０．事務局
　　　志摩市　危機管理統括監　防災危機管理室　担当：奥野・倉田
　　　（TEL）0599-44-0203　（FAX）0599-44-5252
　　　（E-mail）bosaikikikanri@city.shima.lg.jp
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番号 訓練種目 訓練内容 実施者 備　　考

1 7:30 ～ 9:30 訓練広報【１】
（訓練周知用チラシ配布等）

駐車場、観光協会（宿泊施設）、サーフショップ及び志摩パークゴルフ場の管理者は、海水浴客及びサーファーに訓練周
知用チラシを配布し、津波避難訓練への参加と協力を求める。

■駐車場　■志摩市観光協会（宿泊施設）　■サーフ
ショップ　■志摩パークゴルフ場　■志摩市

国府地区、甲賀地区、志島地区

2 8:30 ～ 9:30 訓練広報【２】
（地区内広報活動）

国府・甲賀地区を広報車（１台）、消防車（２台）で巡回広報し、地域住民及び海水浴客やサーファーに津波避難訓練を
周知するとともに、参加と協力を求める。

■志摩市消防団　■志摩市 国府地区、甲賀地区

3 9:00 ～ 入込者数確認、報告 訓練支部①②③及び志摩パークゴルフ場は、９時現在の海水浴客及びサーファー等の入込者数を無線または電話で訓
練本部に報告する。

■(一社)日本サーフィン連盟　■三重サーフユニオン　■
志摩ローカルサーフ実行委員会　■志摩BBC　■甲賀自
治会　■志島自治会　■市後浜駐車場協会　■志摩パー
クゴルフ場　■みえ防災コーディネーター志摩の会　■志摩
市

国府白浜海岸
阿児の松原海水浴場
市後浜海岸
志摩パークゴルフ場

4 9:10 ～ 9:40 訓練広報【３】
（海岸訓練広報）

訓練支部①は、放送機器及び拡声器で海水浴客やサーファーに津波避難訓練を周知するとともに、参加と協力を求め
る。

■阿児の松原海水浴場監視員　■甲賀自治会　■みえ防
災コーディネーター志摩の会

阿児の松原海水浴場

5 9:50 ～ 10:00 訓練広報【３】
（海岸訓練説明）

訓練支部①は、放送機器及び拡声器で海水浴客やサーファーに津波避難訓練の説明を行う。 ■阿児の松原海水浴場監視員　■甲賀自治会　■みえ防
災コーディネーター志摩の会

阿児の松原海水浴場

6 10:00 ～ 10:10 訓練広報【４】
（海岸訓練広報）

国府白浜海岸及び阿児の松原海水浴場において、海上保安部ヘリより避難広報及びサイレン吹鳴を行い、海水浴客や
サーファーの避難を促す。

■鳥羽海上保安部 国府白浜海岸、阿児の松原海水浴
場

7 10:00 ～ 10:45 避難誘導訓練【１】
（海岸利用者）

防災行政無線の津波避難訓練開始の放送を合図に、訓練支部①②③は、放送機器及び拡声器で海水浴客やサー
ファーに津波避難訓練開始を呼び掛け、一時避難場所（国府白浜海岸）や訓練避難所（阿児の松原海水浴場、市後浜
海岸）に避難誘導する。

■(一社)日本サーフィン連盟　■三重サーフユニオン　■
志摩ローカルサーフ実行委員会　■志摩BBC　■阿児の松
原海水浴場監視員　　■甲賀自治会　■みえ防災コーディ
ネーター志摩の会　■志摩市消防団

国府白浜海岸
阿児の松原海水浴場
市後浜海岸

8 10:00 ～ 10:35 避難誘導訓練【２】
（国府地区住民）

防災行政無線の津波避難訓練開始の放送を合図に、国府自治会は、国府地区住民を一時避難場所に避難誘導する。 ■国府自治会　■志摩市消防団 国府地区一時避難場所

9 10:00 ～ 10:45 避難誘導訓練【３】
（駐車場利用者）

防災行政無線の津波避難訓練開始の放送を合図に、各駐車場に待機している人たちや駐車場へ避難してきた人たちを
訓練避難所及び一時避難場所までの避難を呼び掛ける。また、国府駐車場は１０時１５分現在、駐車場に待機していた
人数を訓練本部に報告する。

■国府駐車場組合　■甲賀駐車場　■市後浜駐車場協
会

駐車場

10 10:00 ～ 10:30 避難誘導訓練【４】
（志摩パークゴルフ場利用者）

防災行政無線の津波避難訓練開始の放送を合図に、志摩パークゴルフ場利用者に大津波警報発表を伝達し、訓練避
難所に避難誘導する。

■志摩パ－クゴルフ場 志摩パ－クゴルフ場

11 10:00 ～ 10:25 避難訓練・避難者数確認
（漁業者）

防災行政無線の津波避難訓練開始の放送を合図に、漁業者で避難訓練を実施するとともに、避難者数を把握し、電話
で訓練本部に報告する。

■三重外湾漁業協同組合（国府、甲賀、志島） 国府地区、甲賀地区、志島地区

12 10:00 ～ 11:00 避難誘導
（海岸利用者）

志摩市消防団阿児方面隊及び自治会協力者を避難経路などに配備し、避難の誘導や安全管理を行う。また、一部の道
路では、鳥羽警察署により交通規制（片側通行）を行い、安全管理を行う。

■志摩市消防団　■甲賀自治会　■鳥羽警察署 国府地区、甲賀地区、志島地区

13 10:00 ～ 10:45 避難者数確認【１】
（海岸利用者）

訓練支部①②は、各海岸避難者数を把握し、訓練本部へ報告する。 ■(一社)日本サーフィン連盟　■三重サーフユニオン　■
志摩ローカルサーフ実行委員会　■志摩BBC　■甲賀自
治会　■みえ防災コーディネーター志摩の会　■志摩市

国府白浜海岸
阿児の松原海水浴場

14 10:00 ～ 10:45 避難者数確認【２】
（海水浴客）

訓練避難所（見宗寺）で最初の避難者到着時間、避難者数を把握し、啓発物品を配布した後、帰路へ誘導する。必要事
項を報告書に記入し、訓練本部に報告する。

■甲賀自治会　■志摩市 見宗寺

15 10:00 ～ 10:45 避難者数確認【３】
（サーファー）

各一時避難場所に(一社)日本サーフィン連盟関係者を２名程度配置し、最初の避難者到着時間、避難者数を把握し、
訓練本部に報告する。

■(一社)日本サーフィン連盟　■三重サーフユニオン　■
志摩ローカルサーフ実行委員会

国府地区一時避難場所

16 10:00 ～ 10:45 避難者数確認【４】
（サーファー）

訓練支部③は、訓練避難所に自治会役員等を配置し、最初の避難者到着時間、避難完了時間、避難者数を把握し、訓
練本部に報告する。

■市後浜駐車場協会　■志島自治会　■志摩市消防団
■(一社)日本サーフィン連盟　■三重サーフユニオン　■
志摩ローカルサーフ実行委員会　■志摩市

志島地区訓練避難所

17 10:25 ～ 10:35 避難者数確認【５】
（国府地区住民）

国府地区住民の避難者数を把握し、志摩アマチュア無線防災支援ネットワークと共同し、訓練本部へ報告する。 ■国府自治会　■志摩アマチュア無線防災支援ネットワー
ク

国府地区一時避難場所

18 10:30 ～ 訓練終了周知 避難訓練終了の謝意と実際の災害時の注意点を伝える。 ■(一社)日本サーフィン連盟　■三重サーフユニオン　■
志摩ローカルサーフ実行委員会　■志摩BBC　■阿児の松
原海水浴場監視員　■甲賀自治会　■みえ防災コーディ
ネーター志摩の会

国府地区、甲賀地区、志島地区

19 11:00 ～ 11:10 訓練講評 志摩コーストガーディアンズ会長や市長等からの講評と来賓の紹介を行う。 ■国府自治会　■志摩市 国府白浜休憩舎

20 10:00 ～ 11:00 地震体験訓練
【雨天中止】

地域住民及び海岸利用者を対象に志島地区訓練避難所で地震体験車による地震体験訓練を実施する。 ■志島自治会　■志摩市　■三重県 志島地区訓練避難所

令和５年度　国府地区海岸・志島地区海岸津波避難訓練　タイムスケジュール

時　　間
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